
 

 

 

第３節 不動産事件 

 

第 26 条(不動産に関する事件の経済的利益の額) 

１ 以下の不動産に関する事件の経済的利益の額は、次表のとおり算定する。 

①賃料増減請求事件 増減額分の７年分の額 

②土地所有権 対象たる土地の時価相当額 

③建物所有権 建物の時価相当額に、その敷地の時価の２分の

１の額を加算した額 

④占有権、地上権、永小作権、

賃借権及び使用借権 

対象たる物の時価（ただし、建物の場合は前号

の額）の２分の１の額。ただし、その権利の時

価が対象たる物の時価の２分の１の額を超え

るときは、その権利の時価相当額とすることが

できる。 

⑤地役権 承役地の時価の２分の１の額 

⑥担保権 被担保債権額 

⑦不動産についての所有権、

地上権、永小作権、地役権、

賃借権及び担保権等の登記

手続請求事件 

前記⑤及び⑥に準じた額 

 

第 27 条(建物退去明渡事件の特則) 

１ 建物の一部又は全部の明渡請求事件(解除原因がない立退交渉事件を除く)の着手

金及び報酬金については、賃料又は賃料相当損害金(以下｢賃料等｣という)を基準

とし、次表のとおりとする。 

着手金 示 談 交 渉 事

件 

賃料２か月分相当額 

 調停 賃料３か月分相当額 

ただし、示談交渉事件から調停に移行した場合、賃料

１か月分相当額 

訴訟 賃料３か月分相当額 

ただし、示談交渉事件又は調停から訴訟に移行した場

合、賃料１か月分相当額 

報酬金 賃料等の４か月分相当額 

２ 前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により２２％の範囲内で増額することが

できる。 

３ 前２項の着手金及び報酬金は、２２０，０００円を最低額とする。 

 



 

 

 

第 28 条(相隣関係に関する事件) 

１ 相隣関係に関する紛争(以下「相隣紛争」という)に関する示談交渉の着手金及び

報酬金は、次表のとおりとする。 

着手金及び報酬金 それぞれ１６５，０００円以上３３０，０００円以下 

２ 相隣紛争に関する調停事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。 

着手金及び報酬金 それぞれ３３０，０００円以上６６０，０００円以下 

ただし、同一弁護士が、同一事件について示談交渉から調停事件を引き続き受任

する場合は、事案の内容に応じ、着手金を減額することができる。 

３ 相隣紛争に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同

一弁護士が、同一事件について、示談交渉及び調停事件から引き続き受任すると

きは、事案の内容に応じ、着手金を減額することができる。 

着手金及び報酬金 それぞれ３３０，０００円以上６６０，０００円以下 

 

第 29 条(境界に関する事件) 

１ 境界確定及び境界画定を含む所有権に関する紛争(以下「境界画定等」という)に

関する示談交渉の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。 

着手金及び報酬金 それぞれ１６５，０００円以上３３０，０００円以下 

２ 筆界特定制度の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。 

着手金及び報酬金 それぞれ２７５，０００円以上５５０，０００円以下 

３ 境界画定等に関する調停事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。 

着手金及び報酬金 それぞれ３３０，０００円以上６６０，０００円以下 

ただし、同一弁護士が、同一事件について示談交渉、筆界特定制度から調停事件

を引き続き受任する場合は、事案の内容に応じ、着手金を減額することができる。 

４ 境界確定等に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、

同一弁護士が、同一事件について、示談交渉、筆界特定制度及び調停事件から引

き続き受任するときは、事案の内容に応じ、着手金を減額することができる。 

着手金及び報酬金 それぞれ３３０，０００円以上６６０，０００円以下 

 

第 30 条(借地非訟事件) 

１ 借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとする。ただ

し、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲

内で減額することができる。 

借地権の額 着手金 

５０００万円以下の場合 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

５０００万円を超える場合 前段の額に５０００万円を超える部分の０．５

５％を加算した額 



 

 

 

２ 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとする。ただし、依頼者と協議のうえ、報

酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥

当な範囲内で増減額することができる。 

① 申立人については、申立が認められたときは借地権の額の２分の１を、相手方

の介入権が認められたときは財産上の給付額の２分の１を、それぞれ経済的利益

の額として、第 12 条の規定により算定された額 

② 相手方については、その申立が却下されたとき又は介入権が認められたときは、

借地権の額の２分の１を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃

料増額分の７年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第 12 条の規

定により算定された額 

３  借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金

は、第１項の規定による額の２分の１とする。 

４ 借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任す

るときの着手金は、第１項の規定による額の２分の１とする。 

 

  


